
　　

②身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額２００万
円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。

③身元引受人は、前項の責任のほか、次に記載する責任を負います。
・利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力
すること。
・入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡し
た場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰
者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。

④身元引受人が第１項の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の
入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を
行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代
わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第１項に記載する但
書の場合はこの限りではありません。

⑤身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料
金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期
が到来しているものの額に関する情報を提供します。

5　（利用者からの契約解除）

①利用者は、退所の意思表示をすることにより利用者の居宅サービス（介護予防サービ
ス）計画に関わらず、本契約に基づく入所利用を解除することができます。なお､この場
合利用者及び身元引受人は､速やかに当施設及び利用者の居宅サービス（介護予防サービ
ス）計画作成者に連絡するものとします（本条第２項の場合も同様とします）。

３　（契約期間）

①利用者が介護老人保健施設短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）利用同意書
等を当施設に提出したのちから効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があっ
た場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

②利用者は､第４条又は第５条による解除がない限り、初回利用時の契約書等の提出を
もって､繰り返し当施設を利用することができるものとします｡但し、本契約等の改定が行
われた場合は新たな本契約等を再提出していただきます。

4　（身元引受人）

①利用者は、次に記載する要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受
人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
・行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）である
こと
・弁済をする資力を有すること

介護老人保健施設エルダリーガーデン

重要事項説明書及び短期入所契約書

1　（短期入所の適応）

当施設は、入所（短期入所含む）定員５２名に対して、医師・リハビリテーション専門
職・介護支援専門員・支援相談員・管理栄養士・歯科衛生士・看護職員・介護職員を人員
配置基準以上に配置する体制をとっております。夜勤は、看護・介護職員３名体制です。
介護保険にて要支援１・２および要介護１・２・３・４・５と判定された方が、可能な限
り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一
定の期間、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）を提供し、一方、利用者及び
利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて
取り決めることを目的とします。

２　（利用の開始）

契約日より開始となります。



　　

　

　　

④介護保険法改正等により、利用料金を一部変更することがあります。利用料金の変更が
ある場合は、変更箇所を明記した同意書を作成し、その都度説明させていただきます。

8　（記録）

①当施設は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利
用終了後５年間保管します。

②当施設は、利用者が前項の記録の閲覧・謄写を求めた場合には、原則として必要な実費
を徴収の上、これに応じます。

利用者及び身元引受人は、当施設に対し、連帯して自己負担料金を支払う義務があります。

★別紙1～3参照

自費負担料金 ＝ （介護保険対象分）自己負担割合に応じた金額  ＋  施設で定める利用料

①自己負担料金の請求書は、翌月１０日頃にお渡し致しますので、１７日までにお支払い
下さい。その際、領収書をお渡ししています。

②銀行振り込みを希望される場合は、手続きが必要になりますのでお申し出下さい。　

③高齢者インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン予防接種に関しては、市町村の規定により、
別途自己負担金が発生します。

④利用者及び身元引受人が利用料金を３ヶ月以上滞納し、その支払いを催促したにも拘わ
らず、７日間以内に支払われない場合

⑤利用者および家族が、本契約1４条に示す順守事項を守らない場合　　

⑥第4条第４項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたにも拘
わらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立てるこ
とができない相当の理由がある場合を除く。

⑦天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させるこ
とができない場合

※利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は終了します。

7　（利用料金）

②身元引受人も前項と同様に入所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に
反する場合は、この限りではありません。

6　（当施設からの契約解除）

当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本契約に基づく入所利用
を解除することができます。

①利用者が要介護認定において自立と認定された場合

②利用者の居宅サービス（介護予防サービス）計画が作成されている場合には、その計画
で定められた当該利用日数を満了した場合

③利用者の病状・心身状態などが著しく悪化し、施設管理医師により、介護老人保健施設
でなく病院での治療が必要と判断される場合



①サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じ
ます。

②施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療
機関での診療を依頼します。

＜協力医療機関＞
　名称　：医療法人　徳松会　松永病院
　所在地：徳島市南庄町４丁目６３-１
　電話　：（０８８）６３２-３３２８

＜協力歯科医療機関＞
　名称　：糸田川歯科医院
　所在地：徳島市蔵本町１丁目２５番地の５
　電話　：（０８８）６３１-７４８７

③当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対
応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。

④前２項のほか、当施設は利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する
者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通
知

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合
等）

※ 上記に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。

11　（事故発生時及び緊急時の対応）

⑤当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたとき
は、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、
利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないこと
ができます。

9　（身体の拘束等）

当施設は原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害のおそれがあ
る等、緊急やむを得ない場合は、施設管理医師が判断し、身体拘束その他利用者の行動を
制限する行為を行うことがあります。その際、利用者の心身の状態等の理由を診療録に記
載します。

10　（秘密の保持及び個人情報の保護）

当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元
引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙のとおり
定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外とし
て次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されているこ
とから、情報提供を行うこととします。

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等

③当施設は、身元引受人が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要
とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これ
に応じます。
但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他利用
者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことがで
きます。

④前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は
適用されません。



　　□徳島市　　　高齢介護課　　　　（０８８）６２１－５５８５

　　□石井町　　　長寿社会課　　　　（０８８）６７４－６１１１
　　□神山町　　　健康福祉課　　　　（０８８）６７６－１１１４

　　□

15　（利用契約に定めのない事項）

この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、
利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。

全ての利用者に安全を確保し平等な個別対応を行うために、利用者及び家族は次のことを
順守して下さい。

①１7時～翌日８時までの夜勤帯は、全ての利用者の安全を確保するために、個別対応の
時間が限られます。不急の問い合わせは日勤帯（８時～１７時）にすること。
※日曜のみ８時３０分～１７時の対応となります。

②感染症の院内感染を予防するために、管理医師による利用者の移動制限および面会謝絶
指示には従うこと。

③利用者や家族は、職員又は他の利用者に対して、窃盗・暴言・暴行・誹謗中傷、その他
の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行わないこと。

④利用者や家族と同様に、同室者や職員の個人情報も守ること。

     ・国民健康保険団体連合会　介護保険課　介護保険係　（０８８）６６５－７２０５（直通）

    ・保険者

13　（賠償責任）

①介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損
害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。

②利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受
人は、連帯して、当施設に対してその損害を賠償するものとします。

14　（利用者及び家族の順守事項）

12　（要望又は苦情等の申出）

①利用者及び身元引受人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は
苦情などについて、担当者又は「目安箱」に投函して申し出ることができます。

②当施設ではご希望により、ご家族と職員との情報交換ノートを個別に設置することがで
きますので、ご利用下さい。

      介護老人保健施設 エルダリーガーデン　（０８８）６３２－３３９３　　　　　

担当者：看護主任　中野憲司 ・ 介護主任　子隅智博

　　また、下記の窓口においても申し出ることができます。



契約日 年 月 日

氏名 　　印

住所

氏名 　　印

続柄

住所

氏名 　　印

続柄

住所

説明者　　　　　　　　　　　　　印

連
帯
保
証
人

電話番号（　　　　）　　　　　－　　　　

事
業
所

　医療法人　徳松会 　入所サービス利用開始にあたって、
重要事項に関する説明を行いました。　徳島市南庄町４丁目６０番地の２

　介護老人保健施設　エルダリーガーデン 説明日　　　　　年　　　月　　　日

　理事長　　松永　厚美　　　　　　　印

(介護予防)短期入所療養介護に関する説明を受け、同意の上で利用を申し込みます。　　

利
用
者

電話番号（　　　　）　　　　　－　　　　

身
元
引
受
人

電話番号（　　　　）　　　　　－　　　　



要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 第1段階 第２段階 第3段① 第3段②

基本 672 834 902   979   1,044 1,102 1,161 

在宅復帰療養
支援加算Ⅱ 51 51 51 51 51 51 51

サービス
提供体制Ⅰ 22 22 22 22 22 22 22

夜勤職員配置 24 24 24 24 24 24 24

小計 769 931 999   1,076 1,141 1,199 1,258 

居住費 437 437 437 437 437 437 437 0 430 430 430

食費※1 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 300    600    1,000 1,300 

2,651 2,813 2,881 2,958 3,023 3,081 3,140 

※単位にて表示　地域区分７級地：1単位＝10.14円

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 第1段階 第２段階 第3段① 第3段②

基本 632   778   819   893   958   1,017 1,074 

在宅復帰療養
支援加算Ⅱ 51     51     51     51     51     51     51     

サービス
提供体制Ⅰ 22     22     22     22     22     22     22     

夜勤職員配置 24     24     24     24     24     24     24     

小計 729   875   916   990   1,055 1,114 1,171 

居住費 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 550 550 1,370 1,370 

食費※1 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 300    600    1,000 1,300 

3,902 4,048 4,089 4,163 4,228 4,287 4,344 

※単位にて表示　地域区分７級地：1単位＝10.14円

       【1割負担】介護保険施設サービス費（Ⅰ）　従来型個室（ⅱ）　-在宅超強化型-

減免非該当者 減免対象者

１日合計

保
険
負
担

実
費
負
担

保
険
負
担

実
費
負
担

SS

※左各介護度参照

※左各介護度参照

減免非該当者 減免対象者

１日合計

SS

[別紙１]　　【1割負担】介護保険施設サービス費（Ⅰ）　多床室（ⅳ）　-在宅超強化型-



＜介護保険対象の主な加算＞ 【１割負担】
　※取得させていただく加算は利用者様の状態により異なります

（１）送迎加算 184 /回

（２）認知症ケア加算 76 /日

（３）認知症専門ケア加算 3 /日(Ⅰ) 4 /日(Ⅱ)

（４）個別リハビリ加算 240 /日

（５）療養食加算 8 /回

（６）認知症行動・心理症状緊急対応加算 ※7日限度 200 /日

（７）緊急短期入所受入加算 ※原則7日以内（14日限度） 90 /日

（８）総合医学管理加算 ※10日限度 275 /日

（８）緊急時治療管理　　　 ※月1回連続3日限度 518 /日

（９）口腔連携強化加算 ※月1回のみ 50 /回

（１０）若年性認知症利用者受入加算 120 /日

（１１）生産性向上推進体制加算 100 /月(Ⅰ) 10 /月(Ⅱ)

（１２）介護職員処遇改善加算Ⅰ　　 負担金(保険対象)の７．５％

＜介護保険対象外の実費負担＞
（１）洗濯代 161 円/日

（２）冷蔵庫代 50 円/日

（３）電気器具代（一品につき） 33 円/日

（※1）食費内訳 朝食 ：405円 　　昼食 ：520円 　　夕食 ：520円



要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 第1段階 第２段階 第3段① 第3段②

基本 1344 1668 1,804 1,958 2,088 2,204 2,322 

在宅復帰療養
支援加算Ⅱ 102 102 102 102 102 102 102

サービス
提供体制Ⅰ 44 44 44 44 44 44 44

夜勤職員配置 48 48 48 48 48 48 48

小計 1538 1862 1,998 2,152 2,282 2,398 2,516 

居住費 437 437 437 437 437 437 437 0 430 430 430

食費※1 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 300    600    1,000 1,300 

3,420 3,744 3,880 4,034 4,164 4,280 4,398 

※単位にて表示　地域区分７級地：1単位＝10.14円

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 第1段階 第２段階 第3段① 第3段②

基本 1,264 1,556 1,638 1,786 1,916 2,034 2,148 

在宅復帰療養
支援加算Ⅱ 102   102   102   102   102   102   102   

サービス
提供体制Ⅰ 44     44     44     44     44     44     44     

夜勤職員配置 48     48     48     48     48     48     48     

小計 1,458 1,750 1,832 1,980 2,110 2,228 2,342 

居住費 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 550 550 1,370 1,370 

食費※1 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 300    600    1,000 1,300 

4,631 4,923 5,005 5,153 5,283 5,401 5,515 

※単位にて表示　地域区分７級地：1単位＝10.14円

保
険
負
担

※左各介護度参照

実
費
負
担

１日合計

[別紙２]　　【２割負担】介護保険施設サービス費（Ⅰ）　多床室（ⅳ）　-在宅超強化型-

　　　　　【２割負担】介護保険施設サービス費（Ⅰ）　従来型個室（ⅱ）　-在宅超強化型-

実
費
負
担

１日合計

SS
減免非該当者 減免対象者

SS
減免非該当者 減免対象者

保
険
負
担

※左各介護度参照



＜介護保険対象の主な加算＞ 【２割負担】
　※取得させていただく加算は利用者様の状態により異なります

（１）送迎加算 368 /回

（２）認知症ケア加算 152 /日

（３）認知症専門ケア加算 6 /日(Ⅰ) 8 /日(Ⅱ)

（４）個別リハビリ加算 480 /日

（５）療養食加算 16 /回

（６）認知症行動・心理症状緊急対応加算 ※7日限度 400 /日

（７）緊急短期入所受入加算 ※原則7日以内（14日限度） 180 /日

（８）総合医学管理加算 ※10日限度 550 /日

（８）緊急時治療管理　　　 ※月1回連続3日限度 1036 /日

（９）口腔連携強化加算 100 /回

（１０）若年性認知症利用者受入加算 240 /日

（１１）生産性向上推進体制加算 200 /月(Ⅰ) 20 /月(Ⅱ)

（１２）介護職員処遇改善加算Ⅰ　　 負担金(保険対象)の７．５％

＜介護保険対象外の実費負担＞
（１）洗濯代 161 円/日

（２）冷蔵庫代 50 円/日

（３）電気器具代（一品につき） 33 円/日

（※1）食費内訳 朝食 ：405円 　　昼食 ：520円 　　夕食 ：520円



要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 第1段階 第２段階 第3段① 第3段②

基本 2016 2502 2,706 2,937 3,132 3,306 3,483 

在宅復帰療養
支援加算Ⅱ 153 153 153 153 153 153 153

サービス
提供体制Ⅰ 66 66 66 66 66 66 66

夜勤職員配置 72 72 72 72 72 72 72

小計 2307 2793 2,997 3,228 3,423 3,597 3,774 

居住費 437 437 437 437 437 437 437 0 430 430 430

食費※1 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 300    600    1,000 1,300 

4,189 4,675 4,879 5,110 5,305 5,479 5,656 

※単位にて表示　地域区分７級地：1単位＝10.14円

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 第1段階 第２段階 第3段① 第3段②

基本 1,896 2,334 2,457 2,679 2,874 3,051 3,222 

在宅復帰療養
支援加算Ⅱ 153   153   153   153   153   153   153   

サービス
提供体制Ⅰ 66     66     66     66     66     66     66     

夜勤職員配置 72     72     72     72     72     72     72     

小計 2,187 2,625 2,748 2,970 3,165 3,342 3,513 

居住費 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 550 550 1,370 1,370 

食費※1 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 300    600    1,000 1,300 

5,360 5,798 5,921 6,143 6,338 6,515 6,686 

※単位にて表示　地域区分７級地：1単位＝10.14円

[別紙３]　　【３割負担】介護保険施設サービス費（Ⅰ）　多床室（ⅳ）　-在宅超強化型-

SS
減免非該当者 減免対象者

保
険
負
担

※左各介護度参照

保
険
負
担

※左各介護度参照

実
費
負
担

１日合計

実
費
負
担

１日合計

　　　　　【３割負担】介護保険施設サービス費（Ⅰ）　従来型個室（ⅱ）　-在宅超強化型-

SS
減免非該当者 減免対象者



＜介護保険対象の主な加算＞ 【３割負担】
　※取得させていただく加算は利用者様の状態により異なります

（１）送迎加算 552 /回

（２）認知症ケア加算 228 /日

（３）認知症専門ケア加算 9 /日(Ⅰ) 12 /日(Ⅱ)

（４）個別リハビリ加算 720 /日

（５）療養食加算 24 /回

（６）認知症行動・心理症状緊急対応加算 ※7日限度 600 /日

（７）緊急短期入所受入加算 ※原則7日以内（14日限度） 270 /日

（８）総合医学管理加算 ※10日限度 825 /日

（８）緊急時治療管理　　　 ※月1回連続3日限度 1554 /日

（９）口腔連携強化加算 150 /回

（１０）若年性認知症利用者受入加算 360 /日

（１１）生産性向上推進体制加算 300 /月(Ⅰ) 30 /月(Ⅱ)

（１２）介護職員処遇改善加算Ⅰ　　 負担金(保険対象)の７．５％

＜介護保険対象外の実費負担＞
（１）洗濯代 161 円/日

（２）冷蔵庫代 50 円/日

（３）電気器具代（一品につき） 33 円/日

（※1）食費内訳 朝食 ：405円 　　昼食 ：520円 　　夕食 ：520円


